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（1）台東区内における火災に関する情報
　① 台東区内における年別火災状況

　令和６年中の台東区内の火災件数は102件で、焼損床面積は301㎡でした。また火災による傷
者は20名で死者は０名でした。令和５年と比較すると火災件数は７件、焼損床面積は228㎡、傷
者は13名とそれぞれ増加しました。
　火災による被害軽減のため、今後も引き続き出火防止を呼びかけていきます。

�

台東区内における火災件数等の推移（令和２年～令和６年）
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令和６年 102 75 4 0 23 301 0 20
令和５年 95 65 4 0 26 73 1 7
令和４年 118 64 3 0 51 44 0 18
令和３年 83 57 6 0 20 130 3 9
令和２年 68 46 5 0 17 238 3 14

（資料提供：区内消防署）

　② 住宅防火対策
　令和６年中に東京消防庁管内で発生し
た火災のうち、住宅から出火した火災は、
建物火災全体の53.6％（速報値）を占めて
います。また、住宅火災による死者のう
ち、65歳以上の高齢者の割合は70.7％（速
報値）と高い水準になっています。
　東京消防庁管内で発生した住宅火災
の主な原因は、１位：ガステーブル等、�
２位：たばこ、３位：放火・放火疑いです。
　台東区では、１位：ガステーブル等、
２位：たばこ、３位：モバイルバッテリ
ー等を含む電気関係となっています。
　右の「住宅防火10の心得」に注意して、
住宅防火対策を図ってください。

【最近のトピック】
リチウムイオン電池火災が急増！

４　台東区内（上野・浅草・日本堤）消防署からのお知らせ

■�リチウムイオン電池に起因する火災が、
近年急増しています。令和６年中は、
106件発生し、過去最多となっています。

■�取扱い方法をよく確認し、異常を感じた
場合は、すぐに使用を中止しましょう。

＊東京消防庁管内
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　③ 住宅用火災警報器10年たったらとりカエル
　住宅用火災警報器は古くなると、電子部品の劣化や電池切れなどにより、火災を感知しなく
なることがあります。そのため、設置から10年を目安に、本体を交換することを推奨しています。
　住宅用火災警報器は、ホームセンターや家電量販店、小売店のほか、インターネットを通じ
て購入することができます。

　④ 東京消防庁公式アプリのご案内
　東京消防庁の公式アプリは、心肺蘇生法
の動画をはじめ、各種イベント情報、クイ
ズなど、多くの皆様に役立つコンテンツが
たくさんあります。
　安全安心に関する情報をいつでも、どこ
でも、手軽に入手することができる公式ア
プリです。
　是非ダウンロードして、活用してください。
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（2）台東区内における救急に関する情報
　① 台東区内における年別救急状況

　令和６年中の台東区内で要請のあった救急出場件数は、20,868件、搬送人員17,082人でした。
　令和５年と比較して、救急出場件数は132件増加し、搬送人員も395人増加しました。

　② 救急車の適時・適切な利用のお願い
　東京消防庁管内の令和６年救急出場件数
は935,373件で、35秒に１回の頻度で出動し
ています。
　救急車が出場してから現場に到着するま
で、平均８分56秒を要していますが、搬送先
の医療機関において、約半数の方が軽症と診
断されています。
　重症の患者さんに少しでも早く救急車が
到着できるよう、自力で病院に通える場合は
安易に救急車を呼ばないなど、救急車の適
時・適切な利用について皆さまのご協力をお
願いします。

　③ 救急相談センター「＃7119」及び東京版救急受診ガイドの活用について
　急な病気やけがをした場合に、「今すぐ病院に行った方がいいのかな？」「救急車を呼んだ方
がいいのかな？」など迷った際の相談窓口として、医師、看護師、救急隊経験者などの職員が、
24時間・年中無休で対応する東京消防庁救急相談センターを開設しています。＃7119は携帯電話、
プッシュ回線からご利用いただけます。その他の電話又はつながらない場合は、03（3212）2323
からもご利用いただけます。
　東京消防庁救急相談センターでの電話に
よる救急相談に加え、東京消防庁ホームペー
ジ上で東京版救急受診ガイド（ウェブ版）を
提供しています。
　これは、緊急性が高いなどの主な19の症状
について、利用者が自ら症状をチェックして
いくことで、傷病の緊急度などに関するアド
バイスが得られるサービスです。詳しくは、
東京消防庁ホームページをご覧ください。

台東区内における救急出場件数等の推移（令和２年～令和６年）

救急出場件数（件） 搬送人員（人） 1日あたりの平均出場件数（件）

令和６年 20,868 17,082 57.1

令和５年 20,736 16,687 57.0

令和４年 19,273 14,858 52.8

令和３年 16,340 12,844 44.7

令和２年 16,021 13,015 43.8

（資料提供：区内消防署）
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（3）住まいの防火防災診断
　高齢者人口は今後も急速に増加し、超高齢社会がさらに進展することが予想されており、高
齢者に関する防火防災対策の強化がますます重要になっています。また、障害者においても、
災害時の自力避難が困難なため、高齢者と同様に防火防災上の支援が不可欠です。令和６年中
に東京消防庁管内で発生した住宅火災による死者82人のうち、高齢者は58人と70.7%（速報値）
を占めており、高齢者の居住環境の安全化を図ることが、火災による犠牲者を減らすために必
要不可欠です。
　こうした状況の中、高齢者や障害者など災害時に支援を必要とする方々の安全対策推進のた
め、「住まいの防火防災診断」を行っています。この「住まいの防火防災診断」は、ご本人の了
解を得た上で、消防職員がご自宅に訪問し、火災・地震・日常生活事故などにおける危険箇所
の発見、改善に関するアドバイスを行うものです。
　消防署だけでなく、区の福祉担当部署、地域包括支援センターなどの関係機関をはじめ、民
生委員・児童委員、ケアマネージャーとも連携し、診断を受ける方の情報共有や、診断への同
行をお願いしています。また、診断後は危険個所の改善を、区が行っている防災用品等の助成
事業を活用して行うなど、地域が一体となって取り組んでいます。
　いつ来るか分からない災害に備えることが、ご自身やご家族の安全を守ることに繋がります。
「住まいの防火防災診断」を受け、お住まいの状況に合わせて、備えるべき内容を事前に確認し
ておきましょう。詳しくはお近くの消防署にお問合せください。

（4）防火防災訓練の推進
　大地震などの大規模災害が発生したときの地域の防災力には、自分の身は自分で守る「自助」

イラスト：まちかど防災訓練のイメージ 写真：スタンドパイプ、ホース等一式

たばこの
消火方法

衣類の燃焼
危険と対応

電気コード発火
危険と対策

家具の転倒危険
と防止方法

住警器の設置
又は更新

つまづき・
転倒を無くす

イラスト：住まいの防火防災診断におけるアドバイス例
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及び地域の中でご近所同士が助け合う「共助」があります。地域の防災力向上を図るため、防
火防災訓練の実施を積極的に推進しています。防火防災訓練には、学校や大きな広場などに集
まって、初期消火訓練、通報訓練、応急救護訓練、煙体験などを行う「集合型の訓練」があり
ます。
　また、実際に住んでいる街区を使い、地域の皆さんが連携して消火器やスタンドパイプによ
り初期消火訓練を行う「まちかど防災訓練」も推進しています。
　大規模災害発生など、同時多発的に火災が発生した場合、消防隊がなかなか到着しないこと
も考えられます。その時は地域の皆さんが協力して初期消火を行う必要があります。是非、防
火防災訓練を通じて、自身の安全を守る方法を身に着けてください。

（5）地震から命を守る「７つの問いかけ」
　消防署では、リーフレット「地震から命を守る『７つの問
いかけ』」を地域の皆様へ配布しています。このリーフレット
は、災害時に支援や配慮が必要となる方々の防災行動力向上
を目的として作成されました。そして、災害時に想定される
リスクや対応策(備えと行動)について、時系列に沿って７区分
ごとに整理しています。

　※�右記QRコードから、「地震から命を守る
『７つの問いかけ』」にアクセスできます。

　東京消防庁ホームページの「防災」⇒「地震に備えて」の中に、
「地震に対する10の備え」を掲載していますので、是非ご覧く
ださい。　

地震に対する10の備え
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（6）家具類の転倒・落下・移動防止対策
　過去に発生した地震被害の調査で
は、負傷者の約３～５割の方々が屋内
における家具類の転倒・落下・移動に
よって負傷していることが判明してい
ます。その後も、大きな揺れを感じた
地震では、家財の下敷きによる被害や
本人の転倒に起因する負傷者が多数発
生していることから、家具類の転倒・
落下・移動防止対策(略して「家具転対
策」)の重要性が改めて確認されまし
た。
　家具転対策は、地震が発生した際に
ご自分を守る「自助」だけでなく、「共
助」として、ご家族や近隣住民の助け
合いへとつながる重要な対策です。是
非、家具転対策を実施していただき、
地震に備えてください。

家庭内における家具類の転倒・落下・移動防止対策チェックリスト

項目 チェック

１ テレビを壁又はテレビ台に固定するとともに、テレビ台も固定している。

２ テレビが転倒・落下・移動しても人に当たったり避難障害にならないところに置いている。

３ 冷蔵庫をベルトなどで壁に固定している。

４ 冷蔵庫が移動しても避難障害にならない場所に設置している。

５ 冷蔵庫や家具類の上に落下しやすい物を置いていない。

６ 電子レンジをレンジ台などに固定するとともに、レンジ台も固定している。

７ 窓ガラスの近くに、大型の家電製品や家具を置いていない。

８ 家電製品は付属している取扱説明書に従って転倒・落下・移動防止対策を行っている。

９ Ｌ型金具を使用する場合は、壁の下地材（間柱など）や柱など、強度がある部分に固定している。

10 ポール式を使用する場合は、ストッパー式やマット式と併用している。

11 ポール式を使用する際、天井に強度がない場合は、あて板で補強している。

12 ポール式は、できるだけ奥に取り付けている。

13 ストッパー式は、家具の端から端まで敷いている。

14 石膏ボードに接着されているだけの付け鴨居の場合は、補強したうえで転倒防止器具を取り付けている。

15 上下に分かれている家具は、上下を連結している。

16 ガラスにはフィルムを貼るなど、飛散防止をしている。

17 収容物が飛び出さないよう扉に開放防止器具を付けている。

18 重い物をできるだけ下に収納している。

19 固定に用いる器具は、家具類の重さや形状に応じて選んでいる。

20 家具が転倒しても、避難路を塞がない置き方をしている。

地震動に対する対策器具の効果
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おかしいなと思ったら、慌てずに家族や警察に相談を！！
上野警察署（3847）0110 　下谷警察署（3872）0110
浅草警察署（3871）0110 　蔵前警察署（3864）0110

STOP!

特 殊 詐 欺！特 殊 詐 欺！

「ストップ ! 特殊詐欺 ～留守番電話にするだけ～～！！」

自分はだまされないから大丈夫は危険です！！
た い と う 区 特殊詐欺被害防止標語

特殊詐欺被害を
防止するために

常に留守番電話に設定しておく
自動通話録音機を利用する（無料貸出中） ※P24参照
一度電話を切り、家族や知人に相談する

〈お笑いコンビ〉チョコレートプラネット

動画配信中（YouTube台東区公式チャンネル）

チョコレートプラネットと一緒に
特殊詐欺について学びましょう。
ぜひご覧ください。
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《参考ページ》


